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例

建
築

物
等

の
用

途
の

制
限

建
築

物
の

敷
地

面
積

の
最

低
限

度 壁
面

の
位

置
の

制
限

垣
又

は
柵

の
構

造
の

制
限

当
地
区
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
次
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
工
場

①
肥
料
の
製
造

②
製
革
、
に
か
わ
の
製
造
又
は
毛
皮
若
し
く
は
骨
の
精
製

③
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
精
製

④
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
、
木
タ
ー
ル
、
石
油
蒸
留
産
物
、
又
は
、
そ
の
残
り
か
す

を
原
料
と
す
る
製
造

⑤
セ
メ
ン
ト
、
石
膏
、
消
石
灰
、
又
は
、
カ
ー
バ
イ
ト
の
製
造

⑥
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
製
造

⑦
産
業
廃
棄
物
の
処
理

（
２
）
次
に
掲
げ
る
建
築
物

①
公
衆
浴
場
、
診
療
所
、
保
育
所
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

②
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
児
童
厚
生
施
設
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

③
自
動
車
教
習
所

④
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

　
建
築
物
の
外
壁
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
、
道
路
境
界
線
ま
で
の
距
離
は
４
ｍ

以
上
、
隣
地
境
界
線
及
び
緩
衝
緑
地
帯
境
界
線
ま
で
の
距
離
は
２
ｍ
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

全
　

域

　
道
路
境
界
に
面
し
て
設
置
す
る
垣
又
は
柵
は
、
原
則
と
し
て
見
通
し
の
き
く
金
属
フ
ェ
ン
ス
、

生
垣
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
、
垣
又
は
柵
の
高
さ
は
道
路
か
ら
２
ｍ
以
下
と
し
、
基

礎
の
高
さ
は
敷
地
地
盤
面
か
ら
０
．
６
ｍ
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
生
垣
を
設
置
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

当
地
区
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
次
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
工
場

①
肥
料
の
製
造

②
製
革
、
に
か
わ
の
製
造
又
は
毛
皮
若
し
く
は
骨
の
精
製

③
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
精
製

④
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
、
木
タ
ー
ル
、
石
油
蒸
留
産
物
、
又
は
、
そ
の
残
り
か
す

を
原
料
と
す
る
製
造

⑤
セ
メ
ン
ト
、
石
膏
、
消
石
灰
、
又
は
、
カ
ー
バ
イ
ト
の
製
造

⑥
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
製
造

⑦
産
業
廃
棄
物
の
処
理

（
２
）
次
に
掲
げ
る
建
築
物

①
居
住
を
目
的
と
す
る
建
築
物
（
併
用
住
宅
を
含
む
）

②
店
舗
・
飲
食
店

　
た
だ
し
、
当
該
地
区
内
の
工
場
に
お
い
て
製
造
加
工
す
る
製
品
を
、
主
に
販
売
又
は
提
供
す

る
店
舗
で
、
そ
の
店
舗
部
分
が
工
場
の
用
に
供
す
る
建
築
物
と
一
体
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
床

面
積
が
２
０
０
㎡
以
下
の
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

③
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
、
パ
チ
ン
コ
屋
、
射
的
場
、
勝
馬
投
票
券
販
売
所
、
場
外
車
券
売
場
等
、
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

④
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

⑤
ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
水
泳
場
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

⑥
公
衆
浴
場
、
診
療
所
、
保
育
所
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

⑦
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
児
童
厚
生
施
設
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

⑧
自
動
車
教
習
所

⑨
そ
の
他
工
業
団
地
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
施
設
（
老
人
ホ
ー
ム
、
理
髪
店
、
美
容
院
、
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
取
次
店
）

３
０
０
０
㎡

１
０
０
０
㎡

当
地
区
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
建
築
基
準
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
0
1
号
）
別
表
第
二
（
わ
）
項
に
掲
げ
る
建
築
物

（
２
）
次
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
工
場

　
①
肥
料
の
製
造

　
②
製
革
、
に
か
わ
の
製
造
又
は
毛
皮
若
し
く
は
骨
の
精
製

　
③
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
精
製

　
④
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
、
木
タ
ー
ル
、
石
油
蒸
留
産
物
、
又
は
、
そ
の
残
り
か
　

　
す
を
原
料
と
す
る
製
造

　
⑤
セ
メ
ン
ト
、
石
膏
、
消
石
灰
、
又
は
、
カ
ー
バ
イ
ト
の
製
造

　
⑥
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
製
造

　
⑦
産
業
廃
棄
物
の
処
理

（
３
）
次
に
掲
げ
る
建
築
物

　
①
公
衆
浴
場
、
診
療
所
、
保
育
所
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

　
②
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
児
童
厚
生
施
設
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

　
③
自
動
車
教
習
所

　
④
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

 地
区

整
備

計
画

区
域

の
細

区
分

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0
m

1
:
2
,
5
0
0


